
令和４年度行政相談窓口での相談受付

交通消費者行政相談窓口一覧

モード別相談数

問い合わせ 1 67 16 7 31 1 0 0 259 1 1 0 1 11 2 0 398

意見・要望 19 72 176 13 138 6 1 0 81 3 2 0 4 16 0 4 535

年度計 20 139 192 20 169 7 1 0 340 4 3 0 5 27 2 4 933
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　 四国運輸局では、交通に関する意見、要望、問い合わせ、苦情等の行政相談に対応するため、四国運輸局及び各運
輸支局に行政相談窓口を設置し、国民利益の保護と行政運営の改善を図っています。
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≪主な相談事例≫

◇鉄道に関する相談例

◇バスに関する相談例

◇旅客船に関する相談例

◇自動車登録に関する相談例

◇ハイヤー・タクシーに関する相談例

＜意見・要望の内容＞

対象の鉄道事業者の軌道交差点で､脱線防止用ゴムが浮き上がっていた、現在は修復されているが、再発すれば

危険である。事業者に指導をしてほしい。

＜措 置＞

鉄道事業者・施設担当に意見が有った旨、連絡し､事業者側了解、今後線路巡回時に注意するとのことだった。

＜意見・要望の内容＞

降車ボタンを押したが、停留所を通り過ぎ、信号待ち中に降車することになった。事実確認、指導等の対応を

お願いしたい。

＜措 置＞

事業者に確認。当該事案は事実であり、乗務員が漫然と運転していたことにより降車の合図に気づかなかった。

バス停以外の場所で降車させたことも適切ではなく、当該乗務員に対して、すでに指導を行ったとのことだった。

＜意見・要望の内容＞

道の真ん中に斜めに駐車していて大変迷惑した。配車依頼があって駐まっていたのだろうが、あの駐め方はお

かしい。また、普段の運転なども荒い。

＜措 置＞

道の真ん中には駐まっていないとのことだったが、通行の妨げにならないようにし、地域の方々に迷惑をかけ

ないよう法令遵守・安全運転をするよう指導。

＜問い合わせの内容＞

普通車の自己所有で現在、香川ナンバーが付いている。最近高松市内に引っ越しをしたが、絶対に高松ナン

バーに変更しないといけないのか。

＜措 置＞

自動車登録規則第13条により、自動車の使用の本拠の位置が高松市内に変更になる場合は、強制的に高松ナ

ンバーになる旨を回答。

＜意見・要望の内容＞

通報者の近隣のイベント事業者が海上運送法に該当する人の運送を無届けでしているのではないか。確認して

指導してほしい。

＜措 置＞

対象事業者に電話でヒアリングを行ったところ、自家用の範疇であり法の適用を受けない船舶であることを確

認した。また、他人の依頼で二地点間の輸送や遊覧をする場合は届出等が必要である旨を伝え、該当する事例が

発生する場合は、当支局に相談するように伝えた。


